
以下、個別要望項目 
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2010年12月公表の工程表に記載の１６項目の検討事項 

11 

No 検討事項 No 検討事項 

1 
７０MPa水素スタンドに対応した技術上の基準や例示基
準の整備 

9 
圧縮水素運送自動車用複合容器・付属品に対する刻印方
式の特例の創設 

2 
ＣＮＧスタンドとの併設をより容易にするための設備間距
離規制の緩和 

10 
水素スタンド蓄圧器への複合容器使用に向けた技術基準
適合手続の簡略化 

3 
保安検査の簡略化に向けた保安検査基準の策定と保安検査
方法告示での指定 

11 水素ステーション併設に係る給油取扱所の規制の合理化 

4 市街地における水素保有量の増加 12 
公道とディスペンサーとの距離に係る障壁等の代替措置
の創設 

5 
設計係数の低い特定設備、配管等の技術基準適合手続の簡
略化 

13 
セルフ充填式水素スタンド実現に向けた高圧ガス製造の
許可を受けた者以外による水素の充填行為の許容 

6 例示基準に記載された使用可能鋼材の拡大 14 水素ディスペンサー周辺の防爆ゾーン基準の明確化 

7 
圧縮水素運送自動車用複合容器の最高充填圧力引上げ（
35MPa→45MPa程度）のための例示基準の改正 

15 公道でのガス欠対応のための充填場所の確保 

8 
圧縮水素運送自動車用複合容器の安全弁に熱作動式安全弁
（ガラス球式）を追加するための付属品の例示基準の改正 

16 フル充填に向けた最高充填圧力の変更と例示基準の改正 

内閣府での検討に基づく「規制・制度改革に係る対処方針(2010年6月18日閣議決定)」を踏まえ、2015年のＦ
ＣＶ普及開始に向け、関係省庁により水素インフラに係る主要な規制見直し１６項目の工程表が2010年12月に作
成された。 

現在、現行工程表に従って、水素インフラの設置開始に必要な省令改正等を進めて頂いているところ。 
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追加要望した８項目の検討事項 

1. 現行工程表１６項目の着実な実行 

2. 水素インフラ普及拡大のための更なる規制・改革要望項目 
（１）液化水素型水素スタンド規制・基準の整備 
（２）使用可能鋼材に係る性能基準の整備（工程表Ｎｏ．６） 
（３）市街地に設置可能な小規模水素充填装置の基準整備 
（４）水電解機能を有する昇圧装置の定義 
（５）市街地における水素保有量の増加（工程表Ｎｏ．４） 
（６）市街化調整区域への水素スタンド設置許可基準の設定 
（７）水素運送トレーラー容器の上限温度見直し（40℃⇒85℃） 
（８）70MPa水素スタンドに対応した技術上の基準や例示基準の整備（工程

表Ｎｏ．１） 
①プレクーラーに供する冷凍設備の保安距離の合理化 
②複合容器蓄圧器の使用 

Ⅰ．実績のある安価な海外製品を日本でも使用できるようにしていただきたい。 
Ⅱ．水素供給事業の成立のため、量的制限や、設置場所制約等を見直していただきたい。 
Ⅲ．水素スタンド建設に関する申請手続きの統一化および許認可基準を透明化していただ

きたい。 

要望の趣旨 
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（１）液化水素型水素スタンド規制・基準の整備 

規制の現状、要望理由等 要望事項 

圧縮水素スタンドについては、2005年（平成１
７年）に新たな技術基準が策定され商業地域等に
設置が可能となっている。 

（注）一般高圧ガス保安規則（以下「一般則」とい
う。）に新たに設けられた特定圧縮水素スタンド
に係る技術基準及び平成17年3月の国土交通省告
示（建築基準法施行令第130条の9の4第二号ロの
規定により国土交通大臣が定める基準）により、
商業地域などにも設置できるようになった。 

液化水素型の水素スタンドは圧縮水素スタンド同
様、適切な管理により安全確保が可能であり、海
外においても主要メーカー製の液水スタンドが数
多く、設置されている。  

しかしながら、現在は液化水素型の水素スタンド
については技術基準が存在しないため、工場用の
基準が適用されているため、商業地域等への設置
が不可能である。 

 2012年（平成２４年）5月施行の危険物の規制に
関する規則の改正により、特定圧縮水素スタンド
に係る技術基準に基づく圧縮水素スタンドについ
てガソリンスタンドとの併設が可能となっている。 

水素スタンドの整備を図る上では、海外で主要な
方式としても普及している液化水素型水素スタン
ドも市街地に建設できるようにすることが必要。
このため、高圧ガス保安法における液化水素型水
素スタンドの技術基準に関する省令、例示基準の
改正・制定を図ると共に、建築基準法における用
途規制を適用しない旨の告示を行っていただきた
い。 

あわせて、危険物の規制に関する規則を改正し、
液化水素スタンドについても圧縮水素スタンドと
同様に、ガソリンスタンドとの併設ができるよう
にすることを要望。 

＜関連法令＞ 

 高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則等（新規） 

 建築基準法等（法第４８条、別表第二、施行令第１３０条
の９の４） 

 消防法危険物の規制に関する規則（規則第２７条の５第５
項、同第２８条の２の３、同第２８条の２の７、同第２８
条の２の８） 
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液化水素スタンドの例 圧縮水素スタンドの例 



（１）液化水素型水素スタンド規制・基準の整備 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 圧縮水素スタンドの技術基準及び例示基準につい

ては、民間団体等による基礎的な実験や各種のリ
スク評価が行われた上でとりまとめられ、当省へ
提案されたものである。液化水素スタンドについ
ても、普及の見通しがあり、貴団体において、圧
縮水素スタンドで行われたような科学的な検討を
行った上で、技術基準の提案をいただければ、当
省として検討することができる。 

 民間団体等による技術的な安全性の評価・検討を
踏まえ、技術基準の見直しの可否を検討 

 2013年度（平成２５年度）検討開始、安全性を
確認し、結論を得次第措置 

 

＜所管省庁＞：経済産業省 

 ＮＥＤＯの支援を得て、２０１３年度から民間団
体等において「技術的な安全性の評価・検討」を
実施する予定である。 

 本見直しを円滑かつ迅速に進めるためには、
2010年12月に公表された工程表の実現に向け
た取り組みと同様に、民間団体等による技術的な
安全性の評価・検討に当たって高圧ガス保安協会
に事務局を担っていただくなど、検討段階から高
圧ガス保安室や高圧ガス保安協会の参画を得て検
討を進める必要がある。 

 また、欧米においては既に液化水素型水素スタン
ドが市街地においても設置・運用されており、欧
米と比較して過剰であることから、規制の合理性
について説明を頂きたい。 
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所管省庁一次回答と民間の受け止め 
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（２）使用可能鋼材に係る性能基準の整備 

規制の現状、要望理由等 要望事項 
 70MPa級水素スタンドで例示基準として認められ
る方向で検討されている鋼材はSUS316L等、高度
に耐水素性能を有する高価格鋼材に限定されている。 

使用可能鋼材の拡大については、2010年12月に
公表された工程表に基づき、個々の鋼材について順
次例示基準に追加をしているが、海外で使用実績の
あるクロムモリブデン鋼などの鋼材であっても、省
令に定められた基準に合致しないため、全て大臣特
認を取得しなければならない。 

海外で使用実績ある汎用性のある材料をその耐性に
応じて最大限使用する手法があれば、安全性と低コ
スト化を両立する非常に有効な技術となる 

海外で使用実績のあるクロムモリブデン鋼などの
鋼材を使用可能としていただきたい。 

 

 2014年度以降、早期に例示基準等の整備を要望 

 

＜関連法令＞ 

高圧ガス保安法 

一般高圧ガス保安規則等（一般則例示基準） 

 

蓄圧器（850bar Type-2容器） 
（クロム・モリブデン鋼使用） 

海外（独）の事例 

ディスペンサー 

～100 MPa 

圧縮機 
（処理設備） 

蓄圧器 
（特定設備、貯蔵設備） 

配管/継手/計測器 

プレクール設備 
（常温 → -40℃） 80 MPa 

70 MPa 

常温 ⇔ 200℃ 

ＦＣＶ 

高圧ガス設備 



（２）使用可能鋼材に係る性能基準の整備 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 現在、指摘の工程表に基づいて、民間団体等が高

圧ガス保安協会の参画を得つつ、材料等の専門家
による検討会を開催し、水素スタンドにおいて安
全に使用可能な材料の評価を行っている。当省と
しては、この検討会で安全性が確認された材料に
ついて、例示基準の改正を行う方針である。 

 民間団体等による技術的な安全性の評価・検討を
踏まえ、安全性が確認できれば例示基準の見直し
を実施。 

 2013年度（平成２５年度）以降、安全性を確認
し、結論を得次第措置。 

 

＜所管省庁＞：経済産業省 

 ＮＥＤＯの支援を得て、２０１３年度から民間団
体等において「技術的な安全性の評価・検討」を
実施する予定である。 

 本見直しを円滑かつ迅速に進めるためには、
2010年12月に公表された工程表の実現に向け
た取り組みと同様に、民間団体等による技術的な
安全性の評価・検討に当たって高圧ガス保安協会
に事務局を担っていただくなど、検討段階から高
圧ガス保安室や高圧ガス保安協会の参画を得て検
討を進める必要がある。 

 なお、欧米においては我が国より多くの鋼材が利
用可能であり、水素の影響を受けるとされている
ＣｒＭｏ鋼についても水素スタンドに使用されて
おり、欧米と比較して過剰であることから、規制
の合理性について説明を頂きたい。 
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所管省庁一次回答と民間の受け止め 
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（３）市街地に設置可能な小規模水素充填装置の基準整備 

規制の現状、要望理由等  要望事項 
米国においても実証が行われている水電解機能を
有する昇圧装置を用いた小型の水素スタンドが昨
年埼玉県庁において導入された。 

 
燃料電池自動車の導入初期には、当分は路上での
充填が認められない見通しであることもあり、自
動車ディーラーなどに商用水素スタンドを補完す
る小規模な水素充填装置を設置することが必要と
なる。 

 

現在、昇圧を可能とする小規模な水素充填装置に
ついては、工業地域に立地可能な基準（一般則第
１２条）が整備されているだけであり、市街地に
も設置可能な小規模水素充填装置についての基準
は存在しない。 

高圧ガス保安法における小規模圧縮水素充填装置
基準を整備するとともに、建築基準法における用
途規制を適用しない旨の告示を作って頂きたい。 

 

＜関連法令＞ 

高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則等 

（一般則第６条、第７条の３、第１０～１２条） 

 

建築基準法等 

（法第４８条、別表第二、施行令第１３９条の９の
４） 

 

小規模水素充填装置のイメージ 



（３）市街地に設置可能な小規模水素充填装置の基準整備 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 提案の小規模水素スタンドの技術的な仕様やそれ

に伴うリスク、安全面を考慮して、何が過剰な規
制なのか等を明確にしていただかないと回答が困
難である。 

 
＜所管省庁＞：経済産業省 

 高圧ガス保安法における第二種製造設備に相当す
る小規模な水素スタンドであっても、市街地に設
置するためには、建築基準法第48条の用途制限
により一般高圧ガス保安規則（以下「一般則」と
いう。）第7条の3第2項に準拠する必要があり、
設置に係る行政手続き、離隔距離、防火壁、高圧
ガスの製造に係る資格要件等について厳しく規制
されている。 

 なお、国内企業が米国において市街地に小規模充
填装置を設置・運用した実績があるが、米国と比
較して著しく過剰であることから、規制の合理性
について説明を頂きたい。 

 高圧ガス保安法に基づく小規模な圧縮水素スタン
ドは、安全性等の観点から工業地域・工業専用地
域以外の立地が規制されているが、小規模な圧縮
水素スタンドの技術基準が定められた場合は、そ
れを踏まえて、立地を緩和出来るかの検討を行う
必要があるため、現段階では判断できない。 

 
＜所管省庁＞：国土交通省  

 2010年12月に公表された工程表における「市
街地における水素保有量の増加」の取組と同様に、
高圧ガス保安法における「技術的な安全性の評
価・検討」を行うことを要望しており、並行して
建築基準法における立地の緩和について検討を進
めていただきたい。 

 なお、国内企業が米国において市街地に小規模充
填装置を設置・運用した実績があることから、我
が国において市街地に小規模充填装置の設置が認
められない規制の合理性について説明を頂きたい。 
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所管省庁一次回答と民間の受け止め 



（４）水電解機能を有する昇圧装置の定義 

規制の現状、要望理由等 要望事項 

高圧ガス保安法上、大量に圧縮水素を格納する容
器については、災害の発生を防止するため、「特
定設備」として、設計段階から多段階の検査が必
要とされている。 

しかしながら、圧縮機及びポンプに付属した容器
については、ガス爆発の危険性が低いと考えられ
ていることから、特定設備から除外されている。 

米国においても実証が行われている水電解機能を
有する昇圧装置を用いた小型の水素スタンドが昨
年埼玉県庁において導入された。 

このような昇圧装置の主たる機能は、「圧縮」で
あり、「圧縮機」及び「ポンプ」と同等な機能を
有した装置と考えられる。 

新たに開発された技術である水電解機能を有する
昇圧装置について、高圧ガス保安法における位置
付けが明確でないことから、「圧縮機」または
「ポンプ」として位置付けていただきたい。 

 

＜関連法規＞ 
高圧ガス保安法 特定設備検査規則等 
（特定則第３条） 
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（４）水電解機能を有する昇圧装置の定義 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 要望の昇圧装置は、水電解機能により水素を発生

させる反応器と考えられることから、圧縮機又は
ポンプとは異なる機構であり、反応器特有のリス
クがあることから、これらの設備として位置づけ
ることはできない。 

 なお、昇圧装置の設計圧力と内容積次第では、特
定設備に該当しません。（提案者から昇圧装置の
仕様等具体的な説明が必要） 

 技術的に対応は困難 
 
＜所管省庁＞：経済産業省 

 特定設備検査規則第3条第1項第5号により、「ポ
ンプ、圧縮機及び蓄圧器に係る容器」については、
特定設備から除外されている。本提案の「水電解
機能を有する昇圧装置」は、「膜（水素）ポン
プ」と同様の原理・機構によるものであり、電気
を通さなければ直ちに反応が停止する仕組みであ
る。 

 特定設備検査規則第2条第1項第2号に規定されて
いる「反応器」は、停止措置を行った場合でも、
容器内で反応が進んでコントロールを失う危険性
があると考えられるが、本提案はそうした危険性
は考えられないことから、反応器には含まれない
と考えるべき。 

 また、設計圧力と内容積の関係による除外規定で
設定される装置の製造能力（1.5kg水素／day）
には限界があり、必要な性能を得る事ができない
ことから適用できない。 

 なお、国内企業が米国において水電界機能を有す
る昇圧装置を用いた小規模充填装置を市街地に設
置・運用した実績があるが、米国ではこの様な制
限はなく過剰であることから、規制の合理性につ
いて説明を頂きたい。 
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所管省庁一次回答と民間の受け止め 
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（５）市街地における水素保有量の増加 

規制の現状、要望理由等 要望事項 
市街地に設置される水素スタンドについては、水
素の貯蔵量に一定の制限が課せられている。 

国土交通省の「水素スタンドの立地に係る周辺市
街地環境への影響検討WG」において、貯蔵量の増
加について検討がなされ、許可基準の技術的助言
がなされた。 

この技術的助言に基づき、当面は、建築審査会に
よる審査を受けた上で2013年度から水素貯蔵量
増加の許可事例の積み上げを図る。 

安全性については、上記WGで確認されていること
から、2015年度からのFCVの普及開始を見据え、
市街地に設置される水素スタンドに貯蔵される水
素については、2014年度までに貯蔵量の上限を
撤廃していただきたい。 

 

市街地に設置される水素スタンドに貯蔵される水
素について、貯蔵量の上限を撤廃していただきた
い。 

 2014年度までの政令の改正を要望 

 

 

＜関連法令＞ 

建築基準法施行令（施行令第１３０条の９） 

 

 

 

準工業地域 3,500N㎥（充塡可能台数６０台程度） 
商業地域   700N㎥（充塡可能台数１０台程度） 
準住居地域  350N㎥（充塡可能台数  ５台程度） 



（５）市街地における水素保有量の増加 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 「日本再生加速プログラム」（平成24年11月

30日閣議決定）において、平成22年12月に公
表した工程表（「規制の再点検に係る工程表
2015年の燃料電池自動車・水素ステーションの
普及開始に向けて、実施すべき事項」）について、
進捗状況を踏まえた見直しを行うこととしている。 

 2013年度から実施される圧縮水素スタンドの建
設に係る個別許可事例の蓄積を踏まえ、規制の合
理化等について検証を行い、結論を得る。 

 2013年度（平成25年度）以降対応 

＜所管省庁＞：国土交通省 

燃料電池自動車の2015年からの市場導入に先立
ち、2013年度から国の支援を受け水素スタンド
の整備が開始されることから、2015年度からの
FCVの普及開始を見据え、2014年度までに政令
の改正をしていただきたい。 

なお、欧米では、水素保有量が事業計画が成り立
たないほどの少量に制限される規制はなく、欧米
と比較して過剰であることから、規制の合理性に
ついて説明を頂きたい。 
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日本 欧州 米国 

・準工業地域 3,500N㎥ 
（充塡可能台数６０台程度） 
・商業地域   700N㎥ 
（充塡可能台数１０台程度） 
・準住居地域  350N㎥ 
（充塡可能台数 ５台程度） 

3.0t（約33,000N㎥）以下は許
可不要 

規定なし 

※参考（規制の状況） 



市街化調整区域 

ガソリンスタンド 

ＬＰＧスタンド 
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（６）市街化調整区域への水素スタンド設置許可基準の設定 

規制の現状、要望理由等 要望事項 
給油所の1/3程度が市街化調整区域に設置されて
いることから、水素スタンドも市街化調整区域へ
の整備が必要。 

市街化調整区域に整備するためには、都市計画法
に基づく開発許可申請が必要である。 

「給油所等である建築物」は住民にとって必要な
ものであり、開発許可の対象として政令に明記さ
れている 

国土交通省から開発許可制度運用指針が、技術的
助言の位置づけで出ており、この中に具体的に
「給油所等」として、ガソリンスタンド及びLPG
スタンドが記載されているが、水素スタンドが記
載されておらず、自治体により判断があいまいで
ある。 

 

 

許可権限は自治体にあるものの、国土交通省の運
用指針において「給油所等」に水素スタンドが含
まれると明記することにより、住民にとって必要
な水素スタンドの位置づけを明確にしていただき
たい。 

 

＜関連法令＞ 

都市計画法（都市計画法施行令第２９条の７） 

開発許可の対象 

水素スタンド 

市街化調整区域 

開発許可の対象 

ガソリンスタンド 

ＬＰＧスタンド 



（６）市街化調整区域への水素スタンド設置許可基準の設定 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 市街化調整区域において、開発行為を行う場

合には、都市計画法第３４条各号のいずれか
に適合する必要がある。 

 水素スタンドについては、同法第３４条第１
４号により、開発審査会の議を経て市街化を
促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内
において行うことが困難又は著しく不適当と
開発許可権者が判断した場合は許可すること
は可能である。 

 水素スタンドについては、普及途上であり、
標準的な規模・構造等が確定していない状況
であるため、現段階で、都市計画法施行令第
２９条の７の「給油所等」に含まれるかどう
かを一律に判断することは困難である。 

 

＜所管省庁＞：国土交通省 

 燃料電池自動車の普及および水素スタンドの整備は、
エネルギー基本計画、日本再生戦略等において国の施
策として明確に位置づけられており、2013年度から
は、国の支援（水素供給設備整備事業費補助金：補助
率1/2）を受けて水素ステーションの建設が開始され
る。 

 水素スタンドについては、高圧ガス保安法一般高圧ガ
ス保安規則（第７条の３）とその例示基準において詳
細な技術基準が定められている。 

 それを受けて、消防法（危険物の規制に関する規則：
第２７条の５第５項第１号）においてガソリンスタン
ドとの併設に係る基準が定められているとともに、建
築基準法（施行令：第１３０条の９の４第１項第２号
ロ）においても、準住居地域等への水素スタンドの建
設が認められている。 

 こうしたことから、標準的な規模・構造等が確定して
いると考える。 

 民間事業者としては、市街化調整区域内への水素スタ
ンド建設のニーズがあるが、現状では、長期間を費や
したとしても開発許可が認められる保証は無く、事業
計画が立てられないのが実情。 
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（７）水素運送トレーラー容器の上限温度見直し（40℃⇒85℃） 

規制の現状、要望理由等 要望事項 

現状、FCV車載燃料容器では、85℃まで温度上昇
が認められているが、水素トレーラー用容器に使
用される複合容器の温度は常に40℃以下と規定さ
れており、充填が長時間（6時間程度）となるとと
もに、輸送中も温度を40℃以下に保つ必要がある。 

対象となる複合容器の設計温度は85℃であり、こ
れらについては既にFCVで認められている設計温
度までの充填を実現させ、充填時間の短縮を図る
とともに、温度を40℃以下に常に保つことを不要
とし、輸送中の温度管理を不要とする。 

上限温度が85℃に緩和されることにより、トレー
ラーへの水素を充填時間が１時間程度に短縮され
る。 

これにより、複数の水素スタンドでトレーラーが
共用運用できるとともに、出荷設備も複数のト
レーラーで共用が可能になる。 

水素トレーラーに使用される複合容器についても、
燃料電池自動車（FCV）車載燃料複合容器と同等
の85℃まで温度の上昇を認めていただきたい。 
 

  

＜関連法令＞ 

高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則等（一般則第６
条第２項第８号ホ、第４９条） 

燃料電池自動車の車載容器の上限温度は８
５℃まで認められている 

水素トレーラー用容器に使用される複合容器の温度
は常に４０℃以下と規定されている。 

同じ複合容器 



（７）水素運送トレーラー容器の上限温度見直し（40℃⇒85℃） 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 高圧ガス保安法では、充塡時の温度制限は行って

いないが、充塡後の容器について、安全性を確保
するため、貯蔵の基準、移動の基準として、当該
容器の安全性を確保するため、常に4０℃以下に
保つことを定めている。充塡終了後には、貯蔵の
基準が適用されることから、実質的に充塡時の温
度が制限されることになる。 

 高温の容器による高圧ガスの貯蔵・移動は、燃料
電池自動車とは異なり、量の多さや、作業面での
固有のリスクがあり、その面でのリスク評価が行
われていないことから、民間団体等による技術的
な安全性の評価・検討を踏まえ、技術基準の見直
しの可否について検討を行うことする。 

 民間団体等による技術的な安全性の評価・検討を
踏まえ、技術基準の見直しの可否を検討 

 2013年度（平成２５年度）検討開始、安全性を
確認し、結論を得次第措置。 

＜所管省庁＞：経済産業省 

 ＮＥＤＯの支援を得て、２０１３年度から民間団
体等において「技術的な安全性の評価・検討」を
実施する予定である。 

 本見直しを円滑かつ迅速に進めるためには、
2010年12月に公表された工程表の実現に向け
た取り組みと同様に、民間団体等による技術的な
安全性の評価・検討に当たって高圧ガス保安協会
に事務局を担っていただくなど、検討段階から高
圧ガス保安室や高圧ガス保安協会の参画を得て検
討を進める必要がある。 
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（８）70MPa水素スタンドに対応した技術上の基準や例示基準の整備 

規制の現状、要望理由等 要望事項 

プレクーラーに供する冷凍設備（以下、「冷凍設
備」という。）以外の高圧ガス設備については、
敷地境界や道路との離隔距離が8mであるのに対し、
冷凍設備については、フロンなど不活性ガスを用
いる場合でも、デパート・スーパーマーケット等
の第１種保安物件から10mを超える距離が必要と
される。 

加えて、蓄圧器については、鉄鋼または非鉄金属
製のものに限られている。一方、海外では、複合
容器蓄圧器が使用可能となっている。 

現在、国プロにおいて、安全性の検討がされてお
り、冷凍設備に係る保安距離の緩和と、複合容器
蓄圧器の水素スタンドへの設置について、2012
年度中に技術基準案が策定される予定。 

プレクーラーに供する冷凍設備に係る保安距離を緩
和するとともに、複合容器蓄圧器の使用を可能とし
ていただきたい。 

上記に関する一般則及び例示基準等について2013
年度中の速やかな改正を要望 

 

＜関連法令＞ 

高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則等（改正一般則
第７条の３第１項第４号、同第２項、同第２の２号 

①プレクーラー※に供する冷凍設備の保安距離の合理化 
②複合容器蓄圧器の使用 ※プレクーラー：水素ガスの冷却設備 

（充填時の水素ガスの温度上昇防止に使用） 

蓄圧器（850bar Type-2容器） 
（クロム・モリブデン鋼使用） 

10m必要

冷凍設備蓄圧器
（非複合）

高圧ガス設備

デパート、
スーパー
など○

×
8m以下

高圧ガス設備

10m必要

冷凍設備蓄圧器
（非複合）

高圧ガス設備

デパート、
スーパー
など○

×
8m以下

高圧ガス設備

冷凍設備複合容器
蓄圧器

高圧ガス設備

デパート、
スーパー
など○

○

高圧ガス設備

8m以下

8m以下

冷凍設備複合容器
蓄圧器

高圧ガス設備

デパート、
スーパー
など○

○

高圧ガス設備

8m以下

8m以下

•建設候補地選定に制約あり 
（好適地にもかかわらず建設できない場合がある） 

•建設候補地選定の自由度がアップ 
 

海外（独）の事例 



（８）70MPa水素スタンドに対応した技術上の基準や例示基準の整備 

所管省庁一次回答 回答に対する民間要望 
 プレクーラー及び複合容器蓄圧器については、

2012年度に予定されている民間団体等の検討が
終了すれば、2013年度以降、その検討結果の技
術的な妥当性について評価を行う予定です。評価
の結果、安全性が確認できれば省令等の改正を行
う方針です。 

 民間団体等による技術的な安全性の評価・検討を
踏まえ、技術基準の見直しの検討を開始 

 2013年度（平成２５年度）以降、安全性を確認
し、結論を得次第措置 

 

＜所管省庁＞：経済産業省 

 

 燃料電池自動車の2015年からの市場導入に先立
ち、2013年度から水素スタンド先行整備を開始
する見込みであるが、立地要件が容易な地点から
整備されて行き、2014年度には立地要件が厳し
くなることが想定される。 

 2012年度、民間団体による基準案が作成された
ことから、その評価を実施し、省令及び例示基準
について、2013年度中速やかに改正いただきた
い。 
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